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Ⅰ．当社の概況及び組織に関する事項 

 １．商号 

   IG 証券株式会社 

 

 ２．登録年月日（登録番号） 

   平成 19年 9月 30 日（関東財務局長（金商）第 255 号） 

 

 ３．沿革及び経営の組織 

  (1) 会社の沿革 

年 月 沿  革 

平成 14 年 12 月 

インターネット上で行う外国為替取引に関する業務を目

的として、エフエックス・オンライン・ジャパン株式会

社を東京都渋谷区道玄坂（資本金 10,000 千円）に設立 

平成 15 年９月 本店所在地を東京都港区東麻布へ移転 

平成 17 年２月 
米国 FinaTek 社のシステムを導入し、取引手数料無料サ

ービス開始 

平成 17 年４月 本店所在地を東京都港区東麻布へ移転 

平成 18 年２月 
金融先物取引業者登録（登録番号：関東財務局長（金

先）98 号）、社団法人金融先物取引業協会加入 

平成 18 年４月 本店所在地を東京都港区西新橋へ移転 

平成 18 年９月 
24 時間ネットバンキングでの追加入金の振込みが可能

な「FXOnline24H コネクト」サービス開始 

平成 18 年 10 月 ライブ版携帯為替取引サービス開始 

平成 18 年 11 月 株式会社新銀行東京と契約し、信託保全サービス開始 

平成 19 年９月 
金融商品取引法施行により金融商品取引業登録（登録番

号：関東財務局長（金商 255 号） 

平成 20 年３月 
顧客証拠金信託先を株式会社新銀行東京から株式会社三

井住友銀行に変更 

平成 20 年 9 月 英国 IG グループが当社株式の 87.5％を取得 

平成 21 年 2 月 新取引システム「PureDeal」提供開始 

平成 21 年 2 月 日本投資者保護基金加入 

平成 21 年 3 月 日本証券業協会加入 

平成 21 年 3 月 
CFD（有価証券関連店頭デリバティブ、バイナリーオプ

ション）取引開始 

平成 21 年 5 月 CFD（店頭商品デリバティブ）取引開始 
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平成 22 年 5 月 
本社を東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター10F

に移転 

平成 23 年 1 月 商品先物取引業者の許可、日本商品先物取引協会加入 

平成 23 年 2 月 英国 IG グループが当社を 100%子会社化 

平成 23 年 2 月 IG マーケッツ証券株式会社に社名変更 

平成 25 年 1 月 IG 証券株式会社に社名変更 

平成 29 年 1 月 決算期を５月に変更 

 

  (2) 経営の組織 

 

  

 ４．株式の保有数の上位 10 位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株

主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合 

氏名又は名称 保有株式数 割合 

Fox Sub 2 Limited 6,143 株 100.0% 

計 1 名 6,143 株 100.0% 

 

 ５．役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称 

役職名 氏 名 又 は 名 称 

兼 職 の 状 況 

商 号 役職名 
代表権

の有無 

代  表 

取締役 

パトリック・ 

マクゴナグル 

ｴﾌｴｯｸｽ･ｵﾝﾗｲﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 代  表 

取締役 

有 
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取締役 アレグザンダー・

チャールズ・ 

フレドリック・ 

ハワード 

IG Asia Pte. Ltd. - 有 

取締役 ピーター・ 

ジェフリー・ 

ヘザリントン 

IG Group Holdings plc 取締役 有 

 IG Index Limited 取締役 有 

 IG Markets Limited 取締役 有 

  IG Group Limited 取締役 有 

  IG Markets South Africa Limited 取締役 有 

  Market Data Limited 取締役 有 

  Extrabet Limited 取締役 有 

  DotBroker Registry Limited 取締役 有 

  DotCFD Registry 取締役 有 

  DotForex Registry Limited 取締役 有 

  DotMarkets Registry Limited 取締役 有 

  DotSpreadbetting Registry Limited 取締役 有 

  DotTrading Registry Limited 取締役 有 

  Financial Domaigns Registrar Limited 取締役 有 

  Financial Domaigns (Services) Limited 取締役 有 

  Financial Domaigns Limited 取締役 有 

  Financial Domaigns Registry Holdings Limited 取締役 有 

  IG Finance  取締役 有 

  IG Finance Two  取締役 有 

  IG Finance Three  取締役 有 

  IG Finance Four 取締役 有 

  IG Finance 5 Limited 取締役 有 

  IG Finance 8 Limited 取締役 有 

  IG Finance 9 Limited 取締役 有 

  IG Forex Limited 取締役 有 

  IG Spread Betting Limited 取締役 有 

  Deal City Limited 取締役 有 

  Investyourway Ltd. 取締役 有 

  IG Infotech (India) Private Limited 取締役 有 

  Fox Japan Holdings 取締役 有 

  Fox Sub 2 Limited 取締役 有 

  Fox Sub Limited 取締役 有 
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  IG Limited 取締役 有 

  IG Services Limited 取締役 有 

  IG Asia Pte. Ltd. 取締役 有 

  FX Online Japan Co. Ltd. 取締役 有 

  IG Share Trading Australia Pty Limited 取締役 有 

 

 ６．政令で定める使用人の氏名 

  (1) 金融商品取引業に関し、法令等（法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他

の規則をいう。）を遵守させるための指導に関する業務を統括する者（部長、次長、課

長その他いかなる名称を有する者であるかどうかを問わず、当該業務を統括する者の

権限を代行し得る地位にある者を含む。）の氏名 

氏   名 役  職  名 

佐川 浩 経営管理部長兼コンプライアンス室長 

 

  (2) 投資助言業務（金融商品取引法（以下「法」という。）第 28条第６項に規定する投資

助言業務をいう。）又は投資運用業（同条第４項に規定する投資運用業をいう。）に関

し、助言又は運用（その指図を含む。）を行う部門を統括する者（金融商品の価値等（法

第２条第８項第 11 号ロに規定する金融商品の価値等をいう。）の分析に基づく投資判

断を行う者を含む。）の氏名 

      該当事項はありません。 

 

  (3) 投資助言・代理業（法第 28条第３項に規定する投資助言・代理業をいう。）に関し、

法第 29 条の２第１項第６号の営業所又は事務所の業務を統括する者（部長、次長、課

長その他いかなる名称を有する者であるかどうかを問わず、当該業務を統括する者の

権限を代行し得る地位にある者を含む。）の氏名 

      該当事項はありません。 

 

 ７．業務の種別 

     (1) 第一種金融商品取引業 

      ①店頭デリバティブ取引 

      ②有価証券等管理業務 

     (2) その他業務 

      店頭商品デリバティブ取引 

 

 ８．本店その他の営業所又は事務所（外国法人にあっては、本店及び国内における主たる営

業所又は事務所その他の営業所又は事務所）の名称及び所在地 
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名   称 所  在  地 

本社 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター10階 

   

 

 ９．他に行っている事業の種類 

      該当事項はありません。 

 

 10．苦情処理及び紛争解決の体制 

 顧客からの苦情・紛争の申出は、当社トレーディングサービス部等顧客対応部門にお

いて受付け、当該申出を受け付けた場合は、遅滞なく内部管理統括責任者・内部管理担

当役員等及びコンプライアンス室に報告します。内部管理統括責任者・内部管理担当役

員等及びコンプライアンス室は対応方針を決定し、当該方針に基づいて、関係部署を指

導監督するとともに対応の進捗状況を管理する等、苦情・紛争対応の全般を統括する措

置を講じます。また、外部機関として、日本証券業協会（特定非営利活動法人証券・金

融商品あっせん相談センター（FINMAC）に業務委託）又は一般社団法人金融先物取引業

協会（FINMAC に業務委託）を利用する措置を講じます。 

 なお、当社は、第一種金融商品取引業者として、平成 23 年 4月 1日付けで、FINMAC と

の間で第一種特定金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結しております。 

 

 11．加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称 

      日本証券業協会 

  一般社団法人金融先物取引業協会 

      日本商品先物取引協会 

 

 12．会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号 

      該当事項はありません。 

 

 13．加入する投資者保護基金の名称 

      日本投資者保護基金 
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Ⅱ．業務の状況に関する事項 

 

 １．当期の業務の概要 

 

当社は、外国為替証拠金取引、有価証券及び商品関連CFD取引並びにこれらの各資産クラス

にかかるバイナリーオプション取引業務を行っております。 

当期の経常損益は前期107百万円から16百万円増加し123百万円となりました。マーケティング

戦略の強化により広告宣伝費が前期比61百万円の大幅増加となったものの、決算期を変更した前

期が14か月決算であったため人件費を中心に販管費全体では90百万円の減少となりました。コスト

プラス法で計上されるサービスフィーも連動して減少しましたが、前期サービスフィーが過年度調整

を含んでいたことから営業収益の減少が販管費の減少を下回った結果、経常損益の増加となりまし

た。 

一方、当期純利益は65百万円減少し136百万円となりました。これは前期において吸収合併した

マーケットデータ・ジャパン株式会社の繰越欠損金引き継ぎによる税効果の認識が大きかったこと

によるものです。 

なお、上述の通り当社は営業収益計上方法につき親会社と合意した「コストプラス10%」ベースを

採用しており、営業収益がコストの上昇にスライドして増加するため、経常的に黒字が確保される収

益構造となっております。 

 

 ２．業務の状況を示す指標 

  (1) 経営成績等の推移 

（単位：百万円） 

 平成 28 年３月期 平成 29 年５月期 平成 30 年５月期 

資本金 400 400 100 

発行済株式総数 6,143 6,143 6,143 

営業収益 921 889 815 

（受入手数料） 868 827 766 

 （（委託手数料）） - - - 

 （（引受け・売出し・特定

投資家向け売付け勧誘等

の手数料）） 

- - - 

（（募集・売出し・特定投

資家向け売付け勧誘等の

取扱い手数料）） 

- - - 

 （（その他の受入手数料）） 868 827 766 

（トレーディング損益） - - - 

 （（株券等）） - - - 
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 平成 28 年３月期 平成 29 年５月期 平成 30 年５月期 

 （（債券等）） - - - 

 （（その他）） - - - 

純営業収益 921 888 815 

経常損益 126 107 123 

当期純損益 78 201 136 

  

(2) 有価証券引受・売買等の状況 

    ① 株券の売買高の推移 

      該当事項はありません。 

    ② 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、

売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況 

      該当事項はありません。 

 

  (3) その他業務の状況 

      該当事項はありません。 

 

  (4) 自己資本規制比率の状況 

（単位：％、百万円） 

 平成 28 年３月期 平成 29 年５月期 平成 30 年５月期 

自己資本規制比率（Ａ／Ｂ

×100） 
422.5% 444.9% 400.0% 

固定化されていない自己

資本（Ａ） 
3,225 3,338 3,441 

リスク相当額（Ｂ） 763 750 860 

 

市場リスク相当額 8 7 9 

取引先リスク相当額 546 586 660 

基礎的リスク相当額 208 156 189 

    

  (5) 使用人の総数及び外務員の総数 

（単位：名） 

 平成 28 年３月期 平成 29 年５月期 平成 30 年５月期 

使用人 23 24 19 

（うち外務員） 12 10 10 
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Ⅲ．財産の状況に関する事項 

 

１．経理の状況 

 

  (1) 貸借対照表 

                                    (単位：千円) 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科   目 前 期 末 当 期 末 科   目 前 期 末 当 期 末 

【流動資産】   【流動負債】   

現 金 及 び 預 金 388,168 488,874 トレーディング商品 2,638,711 3,124,141 

信 託 預 け 金 11,405,000 11,479,000 未 払 法 人 税 等 - 3,249 

短期差入保証金 2,310,797 2,579,223 未 払 費 用 36,946 72,384 

トレーディング商品 2,638,711 3,124,141 受 入 保 証 金 13,393,466 13,745,868 

前 払 費 用 10,232 12,692 預 り 金 2,113 1,481 

未 収 消 費 税 20,791 23,925 賞 与 引 当 金 28,118 27,207 

関係会社未収入金 2,685,813 2,724,190 流 動 負 債    計 16,099,355 16,974,333 

未 収 入 金 - 1,666    

未 収 収 益 1,221 1,446 【固定負債】   

立 替 金 - 464 資 産 除 去 債 務 30,600 30,600 

繰 延 税 金 資 産 38,944 43,954 固 定 負 債  計 30,600 30,600 

貸 倒 引 当 金 - - 負 債 合 計 16,129,955 17,004,933 

そ の 他 6,270 -    

流 動 資 産  計 19,505,950 20,479,578 純 資 産 の 部  

【 固 定 資 産 】   資 本 金 400,000 100,000 

建 物 付 属 設 備 0 0 資 本 剰 余 金 1,000 301,000 

器 具 及 び 備 品 3,165 12,869 利 益 剰 余 金 3,149,497 3,285,800 

ソ フ ト ウ ェ ア 792 136  利 益 準 備 金 40,900 40,900 

投資その他の資産 170,544 199,149  繰越利益剰余金 3,108,597 3,244,900 

固 定 資 産  計 174,503 212,155 純 資 産 合 計 3,550,497 3,686,800 

資 産 合 計 19,680,453 20,691,733 負債・純 資産合計 19,680,453 20,691,733 
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  (2) 損益計算書 

                                   (単位：千円) 

科      目 

第15期 第16期 

自 平成28年4月1日 
至 平成29年5月31日 

自 平成29年6月1日 
至 平成30年5月31日 

営 業 収 益     

受 入 手 数 料     

そ の 他 受 入 手 数 料 827,922 827,922 766,326 766,326 

金 融 収 益  61,085  49,575 

営 業 収 益  889,008  815,902 

金 融 費 用  401  367 

純 営 業 収 益  888,607  815,535 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  783,277  692,901 

営 業 利 益  105,329  122,633 

営 業 外 収 益  2,338  620 

経 常 利 益  107,667  123,254 

税 引 前 当 期 純 利 益  107,667  123,254 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,470  20,899  

法 人 税 等 調 整 額 △107,575 △94,105 △33,948 △13,048 

当 期 純 利 益  201,773  136,302 
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  (3) 株主資本等変動計算書 

 

     第 15 期(自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29年 5月 31 日)      （単位：千円） 

 株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
その他 

資本剰 

余金 

 

利益 

準備金 

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越 

利益剰余金 

平成28年4月1日残高 400,000 - 40,900 2,911,187 2,952,087 3,352,087 3,352,087 

事業年度中の変動額  -      

合併による増減 - 1,000 - △4,362 △4,362 △3,362 △3,362 

当期純利益 - - - 201,773 201,773 201,773 201,773 

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額(純額) 

- - - - - - - 

事業年度中の変動額
合計 

- 1,000 - 197,410 197,410 198,410 198,410 

平成29年5月31日残
高 

400,000 1,000 40,900 3,108,597 3,149,497 3,550,497 3,550,497 

 

     第 16 期(自 平成 29年 6月 1日 至 平成 30年 5月 31 日)      （単位：千円） 

 株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
その他 

資本剰 

余金 

 

利益 

準備金 

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越 

利益剰余金 

平成29年6月1日残高 400,000 1,000 40,900 3,108,597 3,149,497 3,550,497 3,550,497 

事業年度中の変動額        

減資 △300,000 300,000 - - - - - 

当期純利益 - - - 136,302 136,302 136,302 136,302 

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額(純額) 

- - - - - - - 

事業年度中の変動額
合計 

△300,000 300,000 - 136,302 136,302 136,302 136,302 

平成30年5月31日残
高 

100,000 301,000 40,900 3,244,900 3,285,800 3,686,800 3,686,800 
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２．借入金の主要な借入先及び借入金額 

      該当事項はありません。 

 

 ３．保有する有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）

の取得価額、時価及び評価損益 

      該当事項はありません。 

 

 ４．デリバティブ取引（トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。）の

契約価額、時価及び評価損益 

  (1) 先物取引・オプション取引の状況 

    ① 株式 

      該当事項はありません。 

 

    ② 債券 

      該当事項はありません。 

 

  (2) 有価証券店頭デリバティブ取引の状況 

      該当事項はありません。 

    (注) トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。 

 

 ５．財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無 

当社は自主監査の一環として、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による会社法に基づく

会計監査を受け、同監査法人より適正監査意見が表明されております。 
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Ⅳ．管理の状況 

 

 

１．内部管理の状況の概要 

 

（１） 顧客からの相談および苦情に関する具体的な取り扱い方法について 

 

お客様からのお問い合わせ、ご意見、苦情等につきましては、顧客担当窓口で電話ま

たはメールによるお申し出を受け付けております。当社からの回答に付きましても、関

係部署と相談の上当該顧客担当窓口から回答をさせていただいております。 

 

 

（２） 内部管理体制について 

 

当社の提供する外国為替証拠金取引を含む店頭デリバティブ取引は、為替、株式、金

利、商品価格の変動によって大きな損失を被る可能性があり、元本や利益が保証されて

いないハイリスク・ハイリターン型の商品であります。そのため、金融商品取引法や金

融商品の販売等に関する法律により、顧客の知識・経験等に則した適正な勧誘の履行を

求めるとともに、取引にあたってはあらかじめ外国為替証拠金取引を含む店頭デリバ

ティブ取引の内容の十分な説明の義務付けや広告等の規制が設けられております。 

 

当社は、他の部門と独立した内部監査室が内部監査を実施することにより、業務の適

正性を維持する体制を構築しております。また、登録外務員に対する資質向上研修、全

役職員を対象とする個人情報保護研修等法令等の趣旨を理解しその遵守を徹底すると

ともに社内規程による内部牽制体制を構築し、コンプライアンス体制の強化に努めて

おります。 
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２．分別管理等の状況 

 

(1) 金融商品取引法第 43 条の２の規定に基づく分別管理の状況 

 

①  顧客分別金信託の状況 

該当事項はありません。 

 

② 有価証券の分別管理の状況 

該当事項はありません。 

 

③ 対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託の状況 

（単位：百万円） 

管理の方法 平成 29 年 5 月 31 日 平成 30 年 5 月 31 日 内 訳 

金銭信託 2,363 3,286 三井住友銀行 

 

 

(2) 金融商品取引法第 43 条の３の規定に基づく区分管理の状況 

 

    ① 法第 43条の３第１項の規定に基づく区分管理の状況 

  (単位：百万円) 

管理の方法 平成 29 年 5 月 31 日 平成 30 年 5 月 31 日 内 訳 

金銭信託 8,179 7,300 三井住友銀行 

 

②  法第 43 条の３第２項の規定に基づく区分管理の状況 

該当事項はありません。 
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Ⅴ．連結子会社等の状況に関する事項 

 

 １．企業集団の構成 

(資本関係及び業務関係概念図) 

 

 

 

 ２．子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等 

     

エフエックス・オンライン・ジャパン株式会社 

東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター10階 

資本金の額 25 万円 

事業の内容等 投資業・金融業に附帯又は関連する事業 

 

 

以  上 

IG Group Holdings plc 

Fox Sub 2 Ltd. 

IG 証券株式会社 

IG Markets Ltd. IG Index plc 

IG Group Ltd 

Market Data Ltd. 

ｴﾌｴｯｸｽ･ｵﾝﾗｲﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 


